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1 R2.1.20 R2.2.3
学事事務取扱解説集
【幼稚園、小・中・義務教育学校編（特別支援学級除く。）】

133 1
教育庁地域教
育支援部義務
教育課

2 R2.1.21 R2.2.4
(1)令和2年度　公立小中学校（義務教育学校及び中等教育学校前期課程を含む。）の特別支援学級等及び区立特別支援学校に
おける学級編成等調査について（通知）
(2)上記(1)の起案文書

42 1 1

職員個人の電子メールアドレスについては、公
にすることにより業務に関連のないメールが送
信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第
７条第６号該当）

教育庁都立学
校教育部特別
支援教育課

3 R2.1.24 R2.2.6

第１回　東京都英語教育戦略会議　議事録
第２回　東京都英語教育戦略会議　議事録
第３回　東京都英語教育戦略会議　議事録
第４回　東京都英語教育戦略会議　議事録
平成２６年度第１回　東京都英語教育戦略会議　議事録
平成２６年度第２回　東京都英語教育戦略会議　議事録
平成２６年度第３回　東京都英語教育戦略会議　議事録
平成２６年度第４回　東京都英語教育戦略会議　議事録
平成２６年度第５回　東京都英語教育戦略会議　議事録
平成２６年度第６回　東京都英語教育戦略会議　議事録
平成２８年度　第１回東京都英語教育戦略会議　議事録
平成２８年度　第２回東京都英語教育戦略会議　議事録

46 1
教育庁指導部
管理課

4 R2.1.24 R2.2.6 平成２５年度第５回　東京都英語教育戦略会議の議事録 - 1 現に保有しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

5 R1.12.11 R2.2.7
令和元年８月30日付31教指企第960号「東京2020大会における子供の競技観戦に係る配券割当案（暫定）の確認について（依
頼）」

197 1 1 1

提出先メールアドレスは、データ提出専用の電
子メールアドレスであり、公にすることによ
り、業務と関連のないメールが送信される等、
事務事業の適正な遂行に影響を及ぼすおそれが
あるため（東京都情報公開条例第７条第６号該
当）
「配当割当案（暫定）一覧」のグループ編成
（学年）、配当総数（A)、（A）のうち車いす
席数、（A）のうち引率教員数、（A)のうち医
ケア引率数、会場、開催日、時間（入退場は当
時間内で行う）、競技
当該情報は、担当部署内部又は関係部署との間
における検討又は協議に関する情報であって、
公にすることにより、未成熟な情報が確定した
情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるお
それがあるため（東京都情報公開条例第７条第
５号該当）

教育庁指導部
管理課

6 R2.1.29 R2.2.7
都立両国高等学校（東３１）体育館床塗装改修工事
工事設計書

10 1
教育庁東部学
校経営支援セ
ンター管理課

7 R1.12.11 R2.2.7

平成２７年１０月より、都立日野台高校では、校舎改修工事が開始されました。平成２８年６月、改修工事業者松尾・長井共
同企業体が不具合を発見し、東京都に「工事状況報告書」を写真付きで作成、不具合原因を報告（決裁文書、平成２８年６月
１４日）しました。しかし、東京都及び学校長は、この事実を秘匿し平成２８年１１月に２回、平成３０年７月に１回「保護
者説明会」で“真実”の約１年延長された特別教室棟の不具合原因を「特定はできないが」と表明しています。（証拠多数ア
リ、音声記録もアリ）
　東京都では、松尾・長井共同企業体が都立日野台高校の特別教室棟校舎改修工事の不具合箇所の原因について報告された
「工事状況報告書」（平成２８年６月１４日東京都決裁文書）「ジャンカ」について「東京都では、３０年以上経過した建築
物については「ジャンカ」とは言わない。」と何度も表明しています。（“証拠”アリ）また、不具合箇所の原因について
「原因が特定できない。」とも表明しています。（“証拠”アリ）
１（１）　前記「工事状況報告書（平成２８年６月１４日東京都決裁文書）に表記される「ジャンカ」は、東京都では、法律
上条例上、建築学上及びその他では、何と定義するのか？それを証明する“証拠”資料等。
　（２）　「原因が特定されていない。」と表明するが、東京都では、「原因が特定されない」中で、補強工事内容を如何に
確定したのか？その“事実”を証明する全ての“証拠”資料等
　以上全ての“事実”を証明する“証拠”となる“組織的共用文書”を開示ください。以上

- 1
東京都（教育庁）では、当該請求に係る公文書
について作成及び取得しておらず、存在しない
ため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

（根拠規定）条例７条決定区分
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（根拠規定）条例７条決定区分

8 R1.12.11 R2.2.7
・東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震に係るリスト　新耐震基準【区分Ⅰ】
・東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震に係るリスト　旧耐震基準【区分Ⅰ】

2 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

9 R1.12.11 R2.2.7 都立日野台高等学校（H１７）耐震補強工事　工事検査調査 1 1
東京都立日野
台高等学校

10 R1.12.11 R2.2.7
平成１３年度都立日野台高等学校（１３）耐震診断調査
校舎②　特別教室棟報告書
都立日野台高等学校（H１７）耐震補強工事　工事完了届

631 1 1 1

　業者の社員名については、個人に関する情報
で特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識
別することができることとなるものを含む。）
であるため
（東京都情報公開条例第７条第２号該当）
　印影については、公にすることにより、犯罪
の予防に支障を及ぼすおそれがあるため（東京
都情報公開条例第７条第４号該当）
　校内の施設名については、犯罪の予防その他
の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ
れがあるため（東京都情報公開条例第７条第４
号該当）

東京都立日野
台高等学校

11 R1.12.11 R2.2.7

平成２７年１０月より、都立日野台高校では、校舎改修工事が開始されました。平成２８年６月、改修工事業者松尾・長井共
同企業体が不具合を発見し、東京都に「工事状況報告書」を写真付きで作成、不具合原因を報告（決裁文書、平成２８年６月
１４日）しました。しかし、東京都及び学校長は、この事実を秘匿し平成２８年１１月に２回、平成３０年７月に１回「保護
者説明会」で“真実”の約１年延長された特別教室棟の不具合原因を「特定はできないが」と表明しています。（証拠多数ア
リ、音声記録もアリ）
　別紙における内容を踏まえ
１　東京都保有建築物において、平成元年以降「ジャンカ」を築３０年以上経過したために「ジャンカ」と称せず改修工事等
を実施した事例
２　同平成元年以降「ジャンカ」を築３０年未満の為に「ジャンカ」と認定して改修工事等を実施した事例
３　１において「原因が特定されていない。」ケースで補強工事等を実施した平成元年以降事例
　以上１～３までの“事実”を証明する“証拠”の“組織的共用文書”を開示下さい。以上。

- 1

東京都（教育庁）では、当該請求内容による事
例の把握はしていないため、請求に係る事例を
記載した公文書は作成及び取得しておらず、存
在しないため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

12 R1.12.11 R2.2.7

平成２７年１０月より、都立日野台高校では、校舎改修工事が開始されました。平成２８年６月、改修工事業者松尾・長井共
同企業体が不具合を発見し、東京都に「工事状況報告書」を写真付きで作成、不具合原因を報告（決裁文書、平成２８年６月
１４日）しました。しかし、東京都及び学校長は、この事実を秘匿し平成２８年１１月に２回、平成３０年７月に１回「保護
者説明会」で“真実”の約１年延長された特別教室棟の不具合原因を「特定はできないが」と表明しています。（証拠多数ア
リ、音声記録もアリ）
１　東京都が平成　年に開始された都立日野台高校校舎改修工事において、「工事状況報告書」（松尾・長井共同企業体作
成、平成２８年６月１４日東京都決裁文書）にて報告された不具合の現状（１）コンクリートのかぶり厚不足（２）鉄筋の露
出（３）鉄筋の錆（４）その他を確認し、同年２８年６月２２日財務局建築保全課部長、同構造建築士●●らと職員数人に
て、現地に調査視察に行きました。その際、（１）コンクリートのかぶり厚不足（２）鉄筋の露出（３）鉄筋の錆（４）その
他の“事実”を確認した証明となる“証拠”資料等（現地確認報告書等名称の如可を問わず。）
２（１）　前記１の不具合箇所を確認した“事実”後組織内でなされた（協議、検討会、対策等名称の如可を問わず。）証明
となる“証拠”資料等
（２）　同他組織（第三者機関を含む。）との間でなされた（協議、検討会、対策等名称の如可を問わず。）
３　万一、１及び２の“証拠”資料等がない場合、その理由・根拠を証明する“証拠”。
４　３の場合、東京都が日野台高校特別教室の現地調査に基づいて不具合箇所の特定ののち適切な補強工事の実施完了を証明
する全ての“証拠”資料等
以上、１～４までの全ての“事実”を証明する“証拠”となる組織的共用文書を開示下さい。以上

- 1
東京都（教育庁）では、当該請求に係る公文書
について作成及び取得しておらず、存在しない
ため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

13 R1.12.11 R2.2.7 都立日野台高等学校（H１７）耐震補強工事　工事検査調査 1 1
東京都立日野
台高等学校
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（根拠規定）条例７条決定区分

14 R1.12.11 R2.2.7
都立日野台高等学校（H１７）耐震補強工事　工事完了届
都立日野台高等学校（２７）改修工事　分科会　打合せ議事録

1 1 1

　業者の社員名については、個人に関する情報
の特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識
別することができることとなるものを含む）で
あるため
（東京都情報公開条例第７条第２号該当）
　印影については、公にすることにより、犯罪
の予防に支障を及ぼすおそれがあるため（東京
都情報公開条例第７条第４号該当）

東京都立日野
台高等学校

15 R1.12.11 R2.2.7

平成２７年１０月より、都立日野台高校では、校舎改修工事が開始されました。平成２８年６月、改修工事業者松尾・長井共
同企業体が不具合を発見し、東京都に「工事状況報告書」を写真付きで作成、不具合原因を報告（決済文書、平成２８年６月
１４日）しました。しかし、東京都及び学校長は、この事実を秘匿し平成２８年１１月に２回、平成３０年７月に１回「保護
者説明会」で“真実”の約１年延長された特別教室棟の不具合原因を「特定はできないが」と表明しています。（証拠多数ア
リ、音声記録もアリ）
２（１）　前記１の不具合箇所を確認した“事実”後組織内でなされた（協議、検討会、対策等名称の如可を問わず。）証明
となる“証拠”資料等

- 1
請求に係る公文書は、作成及び取得しておら
ず、存在しないため

東京都立日野
台高等学校

16 R1.12.11 R2.2.7
都立日野台高等学校（２７）改修工事　報告書
（平成２８年９月２０日）

129 1 1 1

　業者の社員名については、個人に関する情報
で特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識
別することができることとなるものを含む。）
であるため
（東京都情報公開条例第７条第２号該当）
　印影については、公にすることにより、犯罪
の予防に支障を及ぼすおそれがあるため（東京
都情報公開条例第７条第４号該当）
　校内の施設名については、犯罪の予防その他
の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ
れがあるため（東京都情報公開条例第７条第４
号該当）

東京都立日野
台高等学校

17 R1.12.11 R2.2.7

①都立日野台高等学校（２７）改修工事
ア）契約代金の支出について（前払金）(27財建施二工第1号の2)
イ）契約代金の支出について(既成払)(27財建施二工第1号の17）
ウ）契約代金の支出について（一部しゅん功払）（27財建施二工第1号の24）
エ）契約代金の支出について（完成払）(27財建施二工第1号の32）
②　都立日野台高等学校（２９）グラウンド改修工事
ア）契約代金の支出について(前払金)(29財建施二工第72号の3)
イ）契約代金の支出について(完成払)(29財建施二工第72号の6)

38 1 1 1 1

　業者の社員名及び連絡先については、個人に
関する情報の特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定
の個人を識別することができることとなるもの
を含む）であるため
（東京都情報公開条例第７条第２号該当）
　業者の口座情報については、公にすることに
より、競争上の地位又は事業運営上の地位が損
なわれると認められるため
（東京都情報公開条例第７条第３号該当）
　印影については、公にすることにより、犯罪
の予防に支障を及ぼすおそれがあるため（東京
都情報公開条例第７条第４号該当）

東京都立日野
台高等学校

18 R1.12.12 R2.2.10

第１回意向調査(区市町村)
第１回意向調査（都立）
配当割当案（暫定）一覧（区市町村）
配当割当案（暫定）一覧（高）
配当割当案（暫定）一覧（特：肢体）
配当割当案（暫定）一覧（特：視覚・聴覚・知的）

110 1 1

観戦希望人数、「配当割当案（暫定）一覧」の
グループ編成（学年）、配当総数（A)、（A）
のうち車いす席数、（A）のうち引率教員数、
（A)のうち医ケア引率数、会場、開催日、時間
（入退場は当時間内で行う）、競技
当該情報は、担当部署内部又は関係部署との間
における検討又は協議に関する情報であって、
公にすることにより、未成熟な情報が確定した
情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるお
それがあるため（東京都情報公開条例第７条第
５号該当）

教育庁指導部
管理課
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19 R1.12.12 R2.2.10
東京オリンピック・パラリンピックで
（１）都立学校の観戦決定の一覧表
（２）区・市町村に於ける決定の一覧表（小中学校）

- 1

東京2020大会における子供の競技観戦に係る配
券割当については現在も検討・協議中のため、
請求に係る決定の一覧表は作成しておらず存在
しない。

教育庁指導部
管理課

20 R1.12.12 R2.2.10
区市町村立学校（小・中）の申込状況（１）
区市町村立学校（小・中）の申込状況（２）

2 1
教育庁指導部
管理課

21 R1.12.12 R2.2.10

配当割当案（暫定）一覧（区市町村）
学校連携観戦における暑さ対策
東京2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会における子供の競技観戦に係るFAQ（Ver.1)
東京2020大会における子供の競技観戦に係る割当案意向の確認について（回答）
教育庁取材データベース

166 1 1 1 1 1

担当部署内部又は関係部署との間における検討又は協議
に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な
情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさ
せるおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第５
号該当）
都が行う契約事務に関する情報であり、公にすることに
より、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため（東京都情報公開条例第７条第６号該当）

担当部署内部又は関係部署との間における検討又は協議
に関する情報であって、公にすることにより、干渉、圧
力等により行政の内部の自由率直な意見の交換が妨げら
れ、子供の競技観戦事業の適正な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため（東京都情報公開条例第７条第６号該
当）

個人に関する情報で特定の個人を識別することができる
もので、公にすることにより個人の権利利益を害するお
それがあるものであるため（東京都情報公開条例第７条
第２号該当）

公にすることにより、取材を行った報道機関が特定さ
れ、当該報道機関がどのような報道を行うのが明らかに
なってしまい、当該法人の競争上又は事業運営上の地位
その他社会的な地位が損なわれると認められるため（東
京都情報公開条例第７条第３号該当）

当該情報を公にすることにより、取材を行った報道機関
が特定され、当該報道機関がどのような報道を行うのが
明らかになってしまい、当該法人の競争上又は事業運営
上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる
ため（東京都情報公開条例第７条第３号該当）

教育庁指導部
管理課

22 R1.12.12 R2.2.10
観戦チケットの都が購入し配布する金額
観戦を辞退したり辞退を検討している学校（や設置者）とやりとりした記録（をまとめたもの）

- 1

観戦チケットの都が購入し配布する金額は、観
戦チケットの枚数が確定していないため算出し
ていない。よって、請求に係る文書は、作成し
ておらず存在しない。
観戦を辞退したり辞退を検討している学校（や
設置者）とやりとりした記録（をまとめたも
の）は、作成しておらず、存在しない。

教育庁指導部
管理課
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23 R2.1.30 R2.2.13

令和元年６月２４日付３１教指高第３３７号「都立学校スマートスクール構想の実証研究のための採点支援システム導入事業
実施校の決定及び採点支援システム導入前の調査について（通知）」
令和元年１０月９日付３１教指高６０２号「都立学校スマートスクール構想の実証研究のためのＢＹＯＤ研究事業及び採点支
援システム事業に係る連絡会の開催について（通知）」
都立学校スマートスクール構想の実証研究のためのＢＹＯＤ研究事業及び採点支援システム事業に係る連絡会　次第
都立学校スマートスクール構想の実証研究のためのＢＹＯＤ研究事業及び採点支援システム事業に係る連絡会　配布資料１
都立学校スマートスクール構想の実証研究のための採点支援システム導入事業実施要項
都立学校スマートスクール構想の実証研究のためのＢＹＯＤ研究事業及び採点支援システム事業に係る連絡会　配布資料２
採点支援システム導入事業　スケジュール
都立学校スマートスクール構想の実証研究のためのＢＹＯＤ研究事業及び採点支援システム事業に係る連絡会　配布資料３
採点支援システム導入事業　依頼事項・提出物等
都立学校スマートスクール構想の実証研究のためのＢＹＯＤ研究事業及び採点支援システム事業に係る連絡会　配布資料　様
式１　テスト採点システム導入前後の調査　導入前用
都立学校スマートスクール構想の実証研究のためのＢＹＯＤ研究事業及び採点支援システム事業に係る連絡会　配布資料　様
式２　テスト採点システム導入前後の調査　導入後用
都立学校スマートスクール構想の実証研究のためのＢＹＯＤ研究事業及び採点支援システム事業に係る連絡会　配布資料　様
式３　テスト採点システム導入に関する日程調査
仕様書「令和元年度東京都教育委員会児童・生徒等表彰式」楯外１点の購入
仕様書「令和30年度東京都教育委員会児童・生徒等表彰式」楯外２点の購入

33 1
教育庁指導部
管理課

24 R2.1.30 R2.2.13

採点支援システム導入業務委託　委託契約書
採点支援システム機器の借入れ（その２）①
採点支援システム機器の借入れ（その２）②
採点支援システム機器の借入れ（その２）③
採点支援システム機器の借入れ（その２）④
採点支援システム機器の借入れ（その２）⑤
採点支援システム機器の借入れ（その２）⑥
採点支援システム機器の借入れ（その２）⑦
採点支援システム機器の借入れ（その２）⑧
教育庁所管予算明細書
納品書「令和元年度東京都教育委員会児童・生徒等表彰式」楯外１点の購入
納品書「令和30年度東京都教育委員会児童・生徒等表彰式」楯外２点の購入

119 1 1 1

業者の印影については、公にすることにより、
犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
（東京都情報公開条例第７条第４号該当）
内訳額は、公にすることにより、今後の契約に
際し、契約目途額が類推され、契約事務におけ
る公正性及び競争性の確保に支障を及ぼすおそ
れがあるため（東京都情報公開条例第７条第６
号）

教育庁指導部
管理課

25 R2.1.30 R2.2.13
１月３０日の定例会での１報告資料（２）のP４の伝統「芸能鑑賞」で「日本人としての自覚と誇りをもつ生徒の育成」とい
う文言を入れる根拠となった文書やこの文言を入れるための会議の配布資料や報告書・答申（会議録を含む）

- 1

報告資料の作成にあたり、「日本人としての自
覚と誇りを持つ生徒を育成」という文言を入れ
るための会議は開催しておらず、請求に係る文
書は存在しない。

教育庁指導部
管理課

26 R2.1.30 R2.2.13
本日の定例会での　１　４号議案の条例P4にある「第２条高校（略・都学校経営支援センターを含む）１０６９９人」のう
ち、支援センターと主幹教諭、指導教諭、管理職の人数が分かる文書

1 1 1

令和２年度の都立高校の教職員定数について
は、都議会第一回定例会における条例改正の審
議に関する情報であるため（東京都情報公開条
例第７条第５号該当）

教育庁人事部
人事計画課

27 R2.1.30 R2.2.13
本日の定例会での　１　４号議案の条例P4にある「第２条高校（略・都学校経営支援センターを含む）１０６９９人」のう
ち、支援センターと主幹教諭、指導教諭、管理職の予算が分かる文書

- 1
請求に係る情報は。作成及び取得しておらず、
存在しないため

教育庁人事部
人事計画課

28 R2.2.3 R2.2.13

高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針について
大学等における修学の支援に関する法律の公布について
大学等における修学の支援に関する法律施行令等の公布について
高等教育段階の教育費負担軽減に関する新たな制度の実施における市町村民税情報の提供の円滑化に関する協力依頼について
（依頼）
高等教育の修学支援新制度の対象機関について

57 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

29 R2.2.3 R2.2.13
令和元年１１月２９日付３１教指高第７２８号「「高校生の進路に関する保護者調査」の依頼について」
令和元年１１月２１日付事務連絡「「高校生の進路に関する保護者調査」の依頼について（依頼）」（写）

13 1
教育庁指導部
管理課

30 R2.2.10 R2.2.13 2000年から2005年までの校長連絡会、地区別校長連絡会の会議録（議事録）。 - 1
請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存
在しないため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課
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31 R2.2.2 R2.2.14

(1) 平成２９年度世田谷区立●●小学校副校長●●氏が作成した、校内初任者研修における●●小学校として作成された年間
指導計画のすべて。区から都教委に提出された文書のすべて。
(2) 平成２９年度世田谷区立●●小学校校長●●氏が学校の実情に即して作成した、学校における年間指導計画に関するすべ
ての文書の開示。区教委から都教委に提出された文書のすべて。

- 1
請求に係る公文書は、作成及び取得しておら
ず、存在しないため

東京都教職員
研修センター
研修部授業力
向上課

32 R2.1.10 R2.2.14 報酬・料金・契約金及び賞金（原稿料・出演料を除く）の支払調書（データ入力画面） 15 1 1 1

・支払を受ける者の住所、事件番号、訴訟維持
協力者の氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別すること
ができるもの又は特定の個人を識別することは
できないが公にすることにより、なお個人の権
利利害を害する恐れがあるものであるため
（東京都情報公開条例第７条第２号該当）
・支払を受ける者の個人番号又は法人番号に係
る管理番号
（東京都情報公開条例第７条第８号該当）
（東京都特定個人情報の保護に関する条例第２
条７項該当）

教育庁総務部
法務監察課

33 R2.1.28 R2.2.18 令和元年６月２０日付３１教指企第３５５号「学校における情報通信端末の取扱いについて（通知）」 7 1
教育庁指導部
管理課

34 R2.2.7 R2.2.21
・ILO総会におけるCAS（基準適用委員会）（令和元年6月）での日本政府発言要旨
・Fainal report Thirteen Session

8 1
教育庁人事部
職員課

35 R2.2.10 R2.2.21 ③2000年から2005年までの臨時校長連絡会の会議録（議事録）。 - 1 現に保有しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

36 R2.2.10 R2.2.21
平成29、30、令和元年（平成31）年度に行われた都内の教員、学校職員、教育庁職員への懲戒処分のうち報道発表をしていな
い案件がある場合、その内容の詳細がわかる文書のすべて。

- 1

本件開示請求は、請求に係る公文書が存在して
いるか否かを答えるだけで、学校に勤務する教
職員に対して行った懲戒処分のうち公表してい
ない案件が存在しているか否かを開示すること
になる。
これらの情報は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるもの（他の情報と照
合することにより、特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。）又は特定の
個人を識別することはできないが、公にするこ
とにより、個人の権利利益を侵害するおそれが
ある（東京都情報公開条例第７条第２号に該当
する。）ため、同条例第１０条により文書の存
在を明らかにしないで非開示とする。

教育庁人事部
職員課

37 R2.2.10 R2.2.21
平成29、30、令和元年（平成31）年度に行われた都内の教員、学校職員、教育庁職員への懲戒処分のうち報道発表をしていな
い案件がある場合、その内容の詳細がわかる文書のすべて。

- 1

本件開示請求は、請求に係る公文書が存在して
いるか否かを答えるだけで、教育庁に勤務する
職員に対して行った懲戒処分のうち公表してい
ない案件が存在しているか否かを開示すること
になる。
これらの情報は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるもの（他の情報と照
合することにより、特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。）又は特定の
個人を識別することはできないが、公にするこ
とにより、個人の権利利益を侵害するおそれが
ある（東京都情報公開条例第７条第２号に該当
する。）ため、同条例第１０条により文書の存
在を明らかにしないで非開示とする。

教育庁総務部
総務課
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38 R2.2.7 R2.2.21

東京都において、都知事が表明する「情報公開請求は一丁目一番地である。」と言う言葉は、空念仏であり“住民自治”の観
点から“住民の知る権利”は“行政の説明責任”を果たしていない“事実”から明らかであり、それを証明する“証拠”を提
示していきます。従って、東京都は、この“事実”を否定する証明となる“証拠”資料等の「公文書」を開示下さい。
　東京都において、平成元年以降における情報公開請求申請および開示決定通知による公文書の閲覧・交付等の際、何等かの
理由により（理由の如何を問わず。）開示請求者に対する対処等の措置として東京都庁舎内（第一、第二、会議室）及び多摩
環境事務所内に
　１　警察を介入させた“事実”を証明する文書等
　２　各部局、警備会社等の報告書、連絡書等（名称の如何を問わず。）
　３　警察より当該“事実”を証明する何らかの資料等で受領したもの
　４　当該事案のような場合に対応する為の法令及びガイドライン等
　５　１～４の該当「公文書」が作成も受領も確認等もされていない場合には、その理由・根拠となる全ての法令・取務規定
等の全ての証明となる“証拠”資料等の文書を開示下さい。以上

- 1
請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取
得をしていないため、存在しない

教育庁総務部
総務課

39 R2.2.12 R2.2.26

（１）都立紅葉川高等学校(31)放送設備その他改修工事
（２）都立目黒高等学校（31）放送設備その他改修工事
（３）都立狛江高等学校（31）放送設備その他改修工事
（４）都立深川高等学校（31）放送設備その他改修工事
（５）都立駒場高等学校（31）非常放送設備その他改修工事
（１）～（５）の共通費算定書・特記仕様書

126 1
都立学校教育
部営繕課

40 R2.1.13 R2.2.27
①株式会社学力評価研究機構（以下「同社」という。）との間でやりとりされた、契約書・仕様書・入札および応札記録等の
一切の文書。
②同社の代表者・代理人・社員等の関係者との面談記録・面会記録およびその際の打ち合わせメモ・議事録等の一切の文書。

- 1

東京都教育員会では、株式会社学力評価研究機
構との契約実績はなく、同社関係者と面談等も
行っていないことから、請求に係る公文書は作
成及び取得しておらず、存在しない。

教育庁総務部
総務課

41 R2.1.13 R2.2.27

①一般社団法人教育情報管理機構（以下「同法人」という。）との間でやりとりされた、契約書・仕様書・入札および応札記
録等の一切の文書。
②同法人の代表者・代理人・社員等の関係者との面談記録・面会記録およびその際の打ち合わせメモ・議事録等の一切の文
書。

- 1

東京都教育員会では、一般社団法人教育情報管
理機構との契約実績はなく、同社関係者と面談
等も行っていないことから、請求に係る公文書
は作成及び取得しておらず、存在しない。

教育庁総務部
総務課

42 R2.2.10 R2.2.27 校則について 2 1
教育庁指導部
管理課

43 R2.2.14 R2.2.28

仕様書（都立学校スマートスクール構想事前調査委託）
仕様書（都立学校スマートスクール構想計画立案委託）
仕様書（ＴＯＫＹＯスマートスクール構想に関するシステム基盤調査等業務委託）
仕様書（ＴＯＫＹＯスマートスクール構想に関する全体計画作成支援業務委託）
仕様書（ＴＯＫＹＯスマートスクール構想に関する統合型校務支援システムの要件定義支援委託）

53 1
教育庁指導部
管理課


